
（４） 放課後児童クラブにおける障害のある
児童の受入推進

　共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未
満の児童に対して、放課後等に適切な遊びや
生活の場を与える放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）における障害のある児
童の受入れを促進するため、厚生労働省にお
いては、平成13年度より、障害のある児童を
受け入れるクラブに対して、受入れに必要な
経費を運営費に上乗せ補助し、支援を行って
いるが、平成20年度より、多様化する障害の
種別や程度に適切に対応できる指導員の確保
とその資質向上を図るため、市町村の責任の
下に専門的知識等を有する指導員を各クラブ
に配置する補助方式へと改め、更なる受入推
進を図っている。

２．専門機関の機能の充実と多様化

（１） 特別支援学校における教育支援体制の
整備

ア　障害の重度・重複化への対応
　近年、特別支援学校に在籍する幼児児童生

徒の障害の重度・重複化が進んでおり、一層
きめ細かな対応が求められている。
　特別支援学校の学習指導要領等において
は、障害の重度・重複化等に応じた弾力的な
教育課程が編成できるよう、障害の状態によ
り特に必要がある場合には、各教科の目標及
び内容の一部を取り扱わないこととしたり、
自立活動を主として指導を行ったりすること
ができることなど、様々な配慮事項を規定し
ている。また、一人一人の障害の実態に応じ
た指導を充実するため、個々の児童生徒の実
態を的確に把握し、個別の指導計画や個別の
教育支援計画を作成することとしている。
　障害のため通学して教育を受けることが困
難な幼児児童生徒に対しては、教員を家庭、
児童福祉施設や医療機関等に派遣して教育を
行っている（訪問教育）。平成25年５月１日
現在、小学部1,443人、中学部832人、高等部
940人の児童生徒が、この訪問教育を受けて
いる。
　さらに、障害の重度・重複化に伴い、日常
的にたんの吸引をはじめとする医療的ケアを
必要とする幼児児童生徒への対応が求められ
ている。

■図表５-３　障害児保育の実施状況推移

注：児童数は、特別児童扶養手当支給対象児童数
資料：厚生労働省
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　平成23年６月に公布された「介護サービス
の基盤強化のための介護保険法等の一部を改
正する法律」による社会福祉士及び介護福祉
士法の一部改正により、平成24年４月から一
定の研修を受けた介護職員等は一定の条件の
下にたんの吸引等の医療的ケアができるよう
になったことを受け、特別支援学校等の教員
等についても、制度上実施することが可能と
なった。
　これに関して、文部科学省としては、特別支
援学校等において安全かつ適切な医療的ケア
を提供するために必要な検討を行うため、平成
23年10月より「特別支援学校等における医療的
ケアの実施に関する検討会議」を開催し、特別
支援学校等において医療的ケアを必要とする児
童生徒等の健康と安全を確保するに当たり留意
すべき点等について整理を行い、都道府県・指
定都市教育委員会等に通知した（参照：
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/
nc/1314510.htm）。

イ　特別支援学校の教科書
　特別支援学校の児童生徒にとっては、その
障害の状態等によっては、一般に使用されて
いる検定済教科書が必ずしも適切ではない場
合があり、特別な配慮の下に作成された教科
書が必要となってくる。このため文部科学省
では、従来、文部科学省著作の教科書として、
視覚障害者用の点字版の教科書、聴覚障害者
用の国語（言語指導用）及び音楽の教科書、
知的障害者用の国語、算数（数学）及び音楽
の教科書を作成してきた。
　なお、特別支援学校及び特別支援学級にお
いては、検定済教科書又は文部科学省著作の
教科書以外の教科書（いわゆる「一般図書」）
を使用することができることになっている。

ウ　私学助成
　私立の特別支援学校、特別支援学級を置く

小・中学校及び障害のある子どもが就園して
いる幼稚園の果たす役割の重要性からこれら
の学校の教育条件の維持向上及び保護者の経
済的負担の軽減を図るため、「私立学校振興
助成法」に基づき、国は経常的経費の一部の
補助等を行っている。

（２）療育体制の整備

ア　福祉施設における療育機能の強化
　障害のある児童に対しては、できるだけ早
期に必要な治療と指導訓練を行うことによっ
て、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を
図り、将来の社会参加へとつなげていく必要
がある。このため、健康診査等により障害の
早期発見を図るとともに、適切な療育を実施
する体制の整備を図っている。
　また、「障がい者制度改革推進本部等にお
ける検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者等の地域生活を支
援するための関係法律の整備に関する法律」
（平成22年法律第71号）の公布に伴う児童福
祉法の一部改正等により、障害児支援につい
ては、身近な地域で支援を受けられるように
する等のため、平成24年４月から知的障害児
施設等の障害種別に分かれていた施設体系に
ついて、通所による支援を「障害児通所支援」
に、入所による支援を「障害児入所支援」に
それぞれ一元化し、障害児支援の強化を図っ
ている。
　さらに、学齢期における支援の充実を図る
ために「放課後等デイサービス」を、保育所
等に通う障害児に対して、集団生活への適応
を支援するために「保育所等訪問支援」を創
設した。
　また、在宅で生活する重症心身障害児（者）
に対し、適切なリハビリテーションや療育を
提供し、日中の活動の場を確保するため、「重
症心身障害児（者）通園事業」を実施してき
たが、児童福祉法の一部改正により、従来、

第
５
章　

社
会
参
加
へ
向
け
た
自
立
の
基
盤
づ
く
り

51



予算事業で実施していた重症心身障害児（者）
通園事業については、平成24年度から法定化
され、安定的な財源措置が講じられることと
なった。

イ　地域における療育体制の整備
　地域で生活する障害のある児童の療育とし
て、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
所において指導訓練等が行われている。
　なお、児童福祉法等の一部改正により、平
成24年４月から、各障害種別に分かれていた
施設体系について一元化された。このほか、
児童相談所等における相談支援等の施策によ
り、障害のある児童とその家族への支援を
行っている。これら在宅施策と施設施策を総
合的に推進し、障害のある児童が、できるだ
け身近な場所で適切な療育を受けられる体制
の整備を図っている。
　なお、障害のある児童に対する居宅介護や
短期入所などの在宅施策については、平成18
年４月より、「障害者自立支援法」（平成25年
４月から「障害者総合支援法」）の障害福祉

サービスに位置づけられ、財政的な基盤強化
が図られている。

３．指導体制の整備と研究の推進

（１）学級編制及び教職員定数

　公立の特別支援学校及び小・中学校の特別
支援学級においては、障害の状態や能力・適
性等が多様な児童生徒が在籍し、一人一人に
応じた指導や配慮が特に必要であるため、「公
立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数
の標準に関する法律」（以下「義務標準法」
という。）に基づき、学級編制や教職員定数
について特別の配慮がなされている。
①　学級編制
　１学級の児童生徒数の標準については、数
次の改善を経て、現在、公立特別支援学校で
は、小・中学部６人、高等部８人（いわゆる
重複障害学級にあってはいずれも３人）、公
立小・中学校の特別支援学級では８人となっ
ている。

支援 支援の内容

障
害
児
通
所
支
援

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応
訓練、その他の必要な支援を行うもの

医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応
訓練、その他の必要な支援及び治療を行うもの

放課後等デイサービス 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社
会との交流の促進その他の必要な支援を行うもの

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生活への適応のための専
門的な支援その他の必要な支援を行うもの

障
害
児
入
所
支
援

福祉型障害児入所施設 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び独立自
活に必要な知識技能の付与を行うもの

医療型障害児入所施設 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導、独立自活
に必要な知識技能の付与及び治療を行うもの

■図表５-４　障害児通所支援・障害児入所支援の体系

資料：厚生労働省
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